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○四万十町スタートアップ等支援事業補助金交付要綱 

令和３年６月２日告示第90号 

四万十町スタートアップ等支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内の社会的課題の解決につながる取組を促進するため、四万十町スタート

アップ等支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 人材育成推進センターが実施する講座若しくはこれに相当する講座等の受講者又はこれら

の講座を１年以内に受講する予定の者 

(２) 四万十町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成25年四万十町規則第16

号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者又は町税等滞納者でない者 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、起業又は地域課題の解決に資する事業を行うための商

品開発、市場調査等に係る経費であって、町長が必要と認める経費とする。ただし、この要綱の

規定に基づく補助金の交付を受けた者について、当該交付を受けた事業と同様の事業に係る経費

は、対象としない。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費又は５万円のいずれか低い額とする。 

２ 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、町長に提出しなければならない。 

(１) 事業計画書（様式第２号） 

(２) 収支予算書（様式第３号） 

(３) 見積書、カタログ等 

(４) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 



2/3 

第６条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容が適当と認めたときは、補助金の交付を決定す

るものとする。 

２ 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通

知するものとする。 

（補助事業の変更等の届出） 

第７条 前条の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更し、又

は中止しようとする場合は、速やかに変更申請書（様式第５号）に必要な書類を添えて町長に提

出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合を除く。 

(１) 補助金額の20パーセント以内の減額 

(２) 事業計画の細部の変更 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過

した日又は当該補助事業の交付決定を受けた年度の３月31日のいずれか早い日までに、実績報告

書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。 

(１) 収支決算書（様式第７号） 

(２) 領収書又はこれに類する書類の写し 

(３) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容に適

合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書（様式第８号）により当該

補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求に

より交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の目的を達成するため特に必要と認めると

きは、概算払をすることができる。 

２ 補助金の請求は、交付請求書（様式第９号）（概算払請求にあっては、概算払請求書（様式第

10号））によるものとする。 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 
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(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) この要綱又はこの要綱に基づく別の定めに違反したとき。 

(３) その他町長が適当でないと認めたとき。 

２ 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関

し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


